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平成 28 年 ３ 月 25 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２７ 　号）

　　　　公安委員会
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 　１
○石川県公安委員会が管理する公文書の公開等に関する
　規則の一部を改正する規則 　１
○石川県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する
　規則の一部を改正する規則 　２

○石川県放置違反金に係る納付、督促、滞納処分及び延
　滞金の徴収等に関する規則の一部を改正する規則 　２
○特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正す
　る規則 　３
○石川県迷惑行為等防止条例施行規則の一部を改正する
　規則 　３
○石川県警察審査請求手続規則 　４

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号

　 　 　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 条 の 表 県 道 鶴 来 美 川 イ ン タ ー 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

白 山 市 福 留 町 百 七 十 二 番 一 か ら 白 山 市 水 澄 町 百 番 一 ま で

白 山 市 水 澄 町 九 十 七 番 一 か ら 白 山 市 鹿 島 町 ち 五 十 六 番 二 ま で

　 第 十 条 の 表 県 道 額 谷 三 浦 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 松 任 寺 井 線 白 山 市 福 留 町 百 七 十 二 番 一 か ら 白 山 市 水 島 町 千 四 百 七 十 九 番 ま で

県 道 鶴 来 水 島 美 川 線 白 山 市 水 島 町 千 四 百 七 十 九 番 か ら 白 山 市 末 正 町 七 十 番 ま で

　 別 記 様 式 第 八 備 考 １ 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 二 備 考 １ 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ２ 中 「異議

申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁決 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 六 の 二 備 考 １ 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ２ 中 「異

議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁決 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 六 の 三 備 考 ２ 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ３ 中 「異

議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁決 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 石 川 県 公 安 委 員 会 が 管 理 す る 公 文 書 の 公 開 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

　 　 　 石 川 県 公 安 委 員 会 が 管 理 す る 公 文 書 の 公 開 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

目　　　　　　　　　　　次

公　安　委　員　会
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　 石 川 県 公 安 委 員 会 が 管 理 す る 公 文 書 の 公 開 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 三 号 か ら 別 記 様 式 第 六 号 ま で の 規 定 中 「

､ 行政不服審査法第６条の規定により 」 を 削 り 、 「60日 」 を 「３

か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「対する決定 」 を 「対する裁決 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 二 号 注 意 １ 中 「

､ 行政不服審査法第６条の規定により 」 を 削 り 、 「60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立

て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 注 意 ２ 中 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「対する決定 」 を 「対する裁決 」 に

改 め 、 同 様 式 備 考 中 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 三 号 中 「公開決定等に 」 を
「 　

公開決定等

　 　 　 　 　 　に

　 に 、 「

不服申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

公開請求に係る不作為

　 」

る 。
　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 石 川 県 公 安 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

　 　 　 石 川 県 公 安 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 公 安 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 か ら 別 記 様 式 第 七 号 ま で の 規 定 中 「

､ 行政不服審査法第６条の規定により 」 を 削 り 、 「60日 」 を 「３

か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「対する決定 」 を 「対する裁決 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 三 号 注 意 １ 中 「

､ 行政不服審査法第６条の規定により 」 を 削 り 、 「60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立

て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 注 意 ２ 中 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「対する決定 」 を 「対する裁決 」 に

改 め 、 同 様 式 備 考 中 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 六 号 及 び 別 記 様 式 第 二 十 二 号 中 「

､行政不服審査法第６条の規定により 」 を 削 り 、「60日 」 を 「３か月 」

に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「対する決定 」 を 「対する裁決 」 に 改 め る 。

　
別 記 様 式 第 二 十 五 号 中 「開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等に 」 を

「 　

開示決定等 

に

　 に 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

訂正決定等

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

利用停止決定等

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

開示請求に係る不作為

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

訂正請求に係る不作為

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

利用停止請求に係る不作為

　 」

「不服申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

　 　 　 石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規

則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 五 号 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁

決 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則
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　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 特 例 施 設 占 有 者 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

　 　 　 特 例 施 設 占 有 者 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 特 例 施 設 占 有 者 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 二 号 教 示 １ 中 「
60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 教 示 ２ 中 「異議

申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁決 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 五 号 中

「

　
教
　

示

　
この処分については､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に､ 石川県を被告
として （訴訟において石川県を代表する者は石川県公安委員会となります｡ ）､ 処分の取消しの訴えを提起す
ることができます （なお､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても､ こ
の処分の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ）｡

」
を

「

　
教
　

示

１ 

　
この処分に不服のある場合は､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に､ 石

川県公安委員会 （石川県警察本部会計課経由 ）に対して審査請求をすることができます （なお､ この処分
があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても､ この処分の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります｡ ）｡

２ 

　
この処分については､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に､ 石川県を被

告として （訴訟において石川県を代表する者は石川県公安委員会となります｡ ）､ 処分の取消しの訴えを提
起することができます （なお､ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって
も､ この処分の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す｡ ）｡ ただし､ 上記１の審査請求をした場合には､ 当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内に､ 処分の取消しの訴えを提起することができます （なお､ この場合におい
ても､ 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります｡ ）｡

」
に

改 め 、 同 様 式 備 考 １ を 削 り 、 備 考 ２ を 備 考 と す る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 教 示 １ 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 教 示 ２ 中 「異議

申立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁決 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 八 号 教 示 １ 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 、 「異議申立て 」 を 「審査請求 」 に 改 め 、 同 様 式 教 示 ２ 中 「異議申

立て 」 を 「審査請求 」 に 、 「決定 」 を 「裁決 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号

　 　 　 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 二 号 中 「

60日 」 を 「３か月 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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　 石 川 県 警 察 審 査 請 求 手 続 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日

 石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号

　 　 　 石 川 県 警 察 審 査 請 求 手 続 規 則

　 石 川 県 警 察 行 政 不 服 審 査 手 続 規 則 （ 平 成 十 七 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。

（ 趣 旨 ）

第 一 条 　 こ の 規 則 は 、 石 川 県 公 安 委 員 会 に 対 す る 審 査 請 求 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 用 語 ）

第 二 条 　 こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 は 、 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） で 使 用

す る 用 語 の 例 に よ る 。

（ 審 査 請 求 へ の 対 応 ）

第 三 条 　 石 川 県 警 察 本 部 長 （ 以 下 「 本 部 長 」 と い う 。 ） は 、 石 川 県 公 安 委 員 会 に 対 し て 審 査 請 求 が さ れ た と き は 、 審

査 庁 （ 法 に 規 定 す る 審 査 庁 と し て の 石 川 県 公 安 委 員 会 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 行 う 審 理 に 関 す る 事 務 を 、 石 川 県 警

察 本 部 警 務 部 監 察 課 長 及 び 当 該 審 査 請 求 事 案 に 係 る 事 務 を 所 掌 す る 警 察 本 部 の 課 （ 室 、 所 及 び 隊 を 含 む 。 ） の 長 又

は 警 察 学 校 長 に 補 佐 さ せ る こ と と す る 。

（ 物 件 の 提 出 の 方 法 ）

第 四 条 　 法 、 行 政 不 服 審 査 法 施 行 令 （ 平 成 二 十 七 年 政 令 第 三 百 九 十 一 号 。 第 二 十 三 条 第 三 項 に お い て 「 令 」 と い う 。 ）

及 び こ の 規 則 の 規 定 に よ る 審 査 庁 へ の 書 類 そ の 他 の 物 件 の 提 出 は 、 石 川 県 警 察 本 部 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。

（ 総 代 の 互 選 の 命 令 の 方 式 等 ）

第 五 条 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 総 代 の 互 選 の 命 令 は 、 書 面

に よ り 行 う も の と す る 。

２ 　 審 査 庁 は 、 総 代 が 選 任 さ れ 、 又 は 解 任 さ れ た と き は 、 他 の 審 理 関 係 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の

と す る 。

（ 参 加 の 許 可 の 通 知 等 ）

第 六 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 十 三 条 第 一 項 の 許 可 を し 、 又 は し な い こ と

と し た と き は 、 当 該 許 可 の 申 請 を し た 利 害 関 係 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

２ 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 参 加 の 要 求 は 、 書 面 に よ り 行 う

も の と す る 。

３ 　 審 査 庁 は 、 利 害 関 係 人 が 新 た に 参 加 人 と な っ た と き 又 は 参 加 人 が 審 査 請 求 へ の 参 加 を 取 り 下 げ た と き は 、 他 の 審

理 関 係 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 補 正 の 命 令 の 方 式 ）

第 七 条 　 法 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 補 正 の 命 令 は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 執 行 停 止 に つ い て の 処 分 庁 の 意 見 の 聴 取 の 方 式 等 ）

第 八 条 　 法 第 二 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 処 分 庁 の 意 見 の 聴 取 は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 　 審 査 庁 は 、 法 第 二 十 五 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 執 行 停 止 を し た と き は 、 審 査 請 求 人 、 参 加 人 及 び 処 分 庁

（ 処 分 庁 が 審 査 庁 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 審 査 請 求 人 及 び 参 加 人 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨

を 通 知 す る も の と す る 。 法 第 二 十 五 条 第 二 項 の 申 立 て が 行 わ れ た 場 合 に お い て 、 同 項 の 規 定 に よ る 執 行 停 止 を し

な い こ と と し た と き も 、 同 様 と す る 。 

（ 執 行 停 止 の 取 消 し の 通 知 ）

第 九 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 執 行 停 止 を 取 り 消 し た と き は 、 審 査 請 求 人 、 参 加 人 及 び 処 分 庁 に 対 し 、

書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 審 査 請 求 の 取 下 げ の 通 知 等 ）

第 十 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 二 十 七 条 の 規 定 に よ る 審 査 請 求 の 取 下 げ が あ っ た と き は 、 参 加 人 及 び 処 分 庁 等 （ 処 分 庁 等 が

審 査 庁 で あ る 場 合 は 、 参 加 人 。 第 二 十 六 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 

２ 　 審 査 庁 は 、 前 項 に 規 定 す る 審 査 請 求 の 取 下 げ が あ っ た と き は 、 法 第 三 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 法 第 九 条

第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 そ の 他 の 物 件 を そ の 提 出 人 に 返
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還 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 そ の 他 の 物 件 の 返 還 は 、 別 記 様 式 第 一 号 の 還 付 請 書 と 引 換 え

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 処 分 庁 等 に 対 す る 弁 明 書 の 提 出 の 要 求 の 方 式 ）  

第 十 一 条 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 弁 明 書 の 提 出 の 要 求

は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 反 論 書 等 を 提 出 す べ き 期 間 の 通 知 ）

第 十 二 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 条 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 相 当

の 期 間 を 定 め た と き は 、 審 査 請 求 人 又 は 参 加 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 意 見 の 陳 述 の 機 会 供 与 の 通 知 の 方 式 等 ）

第 十 三 条 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 口 頭 意 見 陳 述 の 期 日 及

び 場 所 の 指 定 並 び に 審 理 関 係 人 の 招 集 は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 陳 述 を 聴 取

し た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 口 頭 意 見 陳 述 録 取 書 を 作 成 す る も の と す る 。

　 一 　 事 案 の 件 名

　 二 　 意 見 の 陳 述 の 日 時 及 び 場 所

　 三 　 意 見 の 陳 述 を し た 者 の 氏 名 及 び 住 所

　 四 　 意 見 の 陳 述 の 要 旨

（ 補 佐 人 同 伴 の 許 可 の 通 知 ）

第 十 四 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 一 条 第 三 項 の 許 可 を し 、 又 は し な い

こ と と し た と き は 、 申 立 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 証 拠 書 類 等 を 提 出 す べ き 期 間 の 通 知 ）

第 十 五 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 相 当 の 期 間 を

定 め た と き は 、 審 理 関 係 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 物 件 の 提 出 の 通 知 等 ）

第 十 六 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 三 条 の 申 立 て が 行 わ れ た 場 合 に お い

て 、 同 条 の 規 定 に よ る 物 件 の 提 出 の 要 求 を し 、 又 は し な い こ と と し た と き は 、 当 該 申 立 て を し た 者 に 対 し 、 書 面 に

よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 申 立 て が 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第

三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 又 は 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 に お い て 行 わ れ る 場 合 で あ っ て 、 そ の 場 に お い て 当 該 要 求 を し 、 又 は し な い こ と と し

た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 物 件 の 提 出 の 要 求 は 、 書 面 に よ り 行

う も の と す る 。

（ 証 拠 書 類 等 の 管 理 ）

第 十 七 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 三 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第

三 十 三 条 の 規 定 に よ る 書 類 そ の 他 の 物 件 の 提 出 を 受 け た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 記 様 式 第 二 号 の 提 出

物 目 録 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

　 一 　 事 案 の 件 名

　 二 　 提 出 を 受 け た 年 月 日

　 三 　 提 出 人 の 氏 名 及 び 住 所

　 四 　 提 出 を 受 け た 書 類 そ の 他 の 物 件 の 種 目

２ 　 審 査 庁 は 、 前 項 の 提 出 物 目 録 を 作 成 し た と き は 、 そ の 写 し を 当 該 提 出 物 目 録 に 係 る 書 類 そ の 他 の 物 件 の 提 出 人 に

交 付 し な け れ ば な ら な い 。

３ 　 審 査 庁 は 、 必 要 が な く な っ た と き は 、 速 や か に 、 提 出 を 受 け た 書 類 そ の 他 の 物 件 を そ の 提 出 人 に 返 還 し な け れ ば

な ら な い 。

４ 　 第 十 条 第 二 項 後 段 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 返 還 に つ い て 準 用 す る 。

（ 証 拠 書 類 等 の 提 出 に 係 る 審 理 関 係 人 に 対 す る 通 知 ）

第 十 八 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 三 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第

三 十 三 条 の 規 定 に よ る 書 類 そ の 他 の 物 件 の 提 出 を 受 け た と き は 、 そ の 提 出 人 以 外 の 審 理 関 係 人 に 対 し 、 書 面 に よ り
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そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 参 考 人 の 陳 述 の 通 知 等 ）

第 十 九 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 四 条 の 申 立 て が 行 わ れ た 場 合 に お い

て 、 同 条 の 規 定 に よ る 参 考 人 の 陳 述 又 は 鑑 定 の 要 求 を し 、 又 は し な い こ と と し た と き は 、 当 該 申 立 て を し た 者 に 対

し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

２ 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 参 考 人 の 陳 述 又 は 鑑 定 の 要 求 は 、 書

面 に よ り 行 う も の と す る 。

３ 　 第 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 は 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 に つ い て 、 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 は 口 頭 に よ る 法 第 九

条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 参 考 人 の 陳 述 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。

（ 検 証 の 通 知 等 ）

第 二 十 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 申 立 て が 行 わ れ た 場 合

に お い て 、 同 項 の 規 定 に よ る 検 証 を し 、 又 は し な い こ と と し た と き は 、 当 該 申 立 て を し た 者 に 対 し 、 書 面 に よ り そ

の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

２ 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 書 面 に よ り 行 う も の

と す る 。

３ 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 証 を し た と き は 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 検 証 調 書 を 作 成 す る も の と す る 。

　 一 　 事 案 の 件 名

　 二 　 検 証 の 日 時 及 び 場 所

　 三 　 立 会 人 の 氏 名 及 び 住 所

　 四 　 検 証 の 結 果

４ 　 第 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 に つ い て 準 用 す る 。

（ 質 問 の 通 知 等 ）

第 二 十 一 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 六 条 の 申 立 て が 行 わ れ た 場 合 に お

い て 、 同 条 の 規 定 に よ る 質 問 を し 、 又 は し な い こ と と し た と き は 、 当 該 申 立 て を し た 者 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨

を 通 知 す る も の と す る 。

２ 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 質 問 を し よ う と す る 場 合

に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 質 問 を 受 け る べ き 者 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 期 日 、 場 所 そ の 他 必 要 な 事 項

を 通 知 す る も の と す る 。

３ 　 第 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 は 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 に つ い て 、 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 は 口 頭 に よ る 法 第 九

条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 質 問 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。

（ 意 見 の 聴 取 の 通 知 等 ）

第 二 十 二 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 審 理 関 係

人 を 招 集 し よ う と す る と き は 、 審 理 関 係 人 に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 期 日 、 場 所 そ の 他 必 要 な 事 項 を 通 知 す る も の と

す る 。

２ 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 書 面 に よ り 行 う も の

と す る 。

３ 　 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規

定 に よ る 意 見 の 聴 取 に つ い て 準 用 す る 。

（ 提 出 書 類 等 の 閲 覧 等 に つ い て の 提 出 人 の 意 見 の 聴 取 の 方 式 等 ）

第 二 十 三 条 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 提 出 人 の 意 見 の 聴 取

は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 は 、 別 記 様 式 第 三 号 の 提

出 書 類 閲 覧 日 時 等 指 定 書 を 送 付 し て 行 う も の と す る 。

（ 手 続 の 併 合 又 は 分 離 の 通 知 ）

第 二 十 四 条 　 審 査 庁 は 、 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 三 十 九 条 の 規 定 に よ り 数 個 の 審 査 請 求

に 係 る 審 理 手 続 を 併 合 し 、 又 は 併 合 さ れ た 数 個 の 審 査 請 求 に 係 る 審 理 手 続 を 分 離 し た と き は 、 審 理 関 係 人 に 対 し 、

書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。
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（ 審 理 手 続 の 終 結 の 通 知 の 方 式 ）

第 二 十 五 条 　 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 四 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 手 続 を 終 結 し た

旨 の 通 知 は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 裁 決 書 の 謄 本 の 送 達 の 方 式 等 ）

第 二 十 六 条 　 法 第 五 十 一 条 第 二 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ る 裁 決 書 の 謄 本 の 送 付 は 、 当 該 謄 本 に 裁 決 書 謄 本 送 付 書 を 付

し て 行 う も の と す る 。

２ 　 審 査 庁 は 、 法 第 五 十 一 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 公 示 の 方 法 に よ る 送 達 を し た と き は 、 参 加 人 及 び 処 分 庁 等

に 対 し 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 証 拠 書 類 等 の 返 還 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）

第 二 十 七 条 　 第 十 条 第 二 項 後 段 の 規 定 は 、 法 第 五 十 三 条 の 規 定 に よ る 返 還 に つ い て 準 用 す る 。

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 こ の 規 則 の 施 行 前 に さ れ た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 規 則 の 施 行 前 に さ れ た 申 請 に 係 る 不 作 為 に 係 る 不 服 申 立 て

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係）

年　　　月　　　日　

還　　　　付　　　　請　　　　書

　　石川県公安委員会　殿

住　所　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　㊞　

　下記の目録の物件の還付を受け、領収しました。

記

目　　　　　　　　　録

番　号 標　　　　　　　　目 数　　量 備　　考

　取扱者　　官職　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする｡
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別記様式第２号（第17条関係）

年　　　月　　　日　

提　　　出　　　物　　　目　　　録

石川県公安委員会　　印　

　行政不服審査法　　　　　　　　の規定により、下記のとおり　　　　　　　　　を受領した。

記

事 案 の 件 名

提
出
人

氏　　　　　名

住　　　　　所

提 出 を 受 け た

年 月 日
年　　　　　　月　　　　　　日

目　　　　　　　　　録

番　号 標　　　　　　　目 数　　量 備　　考

　取扱者　　官職　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　（提出人への注意事項）　提出した物件の返還を受けようとするときは、この書類を持参すること。

　備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする｡
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

別記様式第３号（第23条関係）

第　　　　　　　号　

年　　　月　　　日　

提出書類閲覧日時等指定書

　　　　　　　　　　　　殿

石川県公安委員会　　印　

につき　　　　年　　　月　　　日に請求のあった提出書類等の閲覧については、行政不服審査法第９条第

３項の規定により読み替えて適用する同法第38条第３項の規定により下記のとおりその日時及び場所を指定

したので通知する。

記

１　閲覧の日時

　　　　　　年　　月　　日　　　　　　時から　　　　　　時まで

２　閲覧の場所

　（注意事項）閲覧の際は、この指定書を持参すること。

　備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする｡


